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若年がん患者在宅療養支援事業

若年層（１８歳以上３９歳以下）の末期がん患者が在宅療養を希望する際に生活で
必要となる福祉用具の貸与等費用について、助成を行っている市町村に対し、府が
補助する。

＜事業概要＞

＜現行制度＞
• 40歳以上は、介護保険制度

• 18歳未満は、小児慢性特定疾病の医療費助成

＜行政支援の必要性＞
40歳未満の末期がん患者は、介護保険制度が適用されず、患者及び家族にとって、

在宅療養に必要な福祉用具等の利用料が大きな負担となっている。
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若年がん患者在宅療養支援事業

＜事業フロー図＞

申請者

①利用・支払い

②サービス提供

介護サービス事業者

③助成申請 ④助成金

市町村 京都府健康対策課

⑤実績報告

⑥補助金

間接補助（助成事業を実施している
市町村に対し京都府が補助）
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若年がん患者在宅療養支援事業

＜支援内容＞ 補助対象経費 助成金額 市町村への補助率

訪問介護・訪問入浴介護に係る経費に対し

助成した額

１箇月当たり利用料×10分の９

（上限72,000円）

２分の１
福祉用具の貸与に係る経費に対し助成した

額

福祉用具の購入に係る経費に対し助成した

額

１年当たり利用料×10分の９

（上限90,000円）

＜支援内容の例＞

訪問介護・入浴 身体介護、生活援助、通院等乗降介助

福祉用具貸与 手すり（工事を伴わないもの） 、スロープ（工事を伴わないもの）車いす
車いす付属品、歩行器、歩行補助つえ、特殊寝台、特殊寝台付属品
床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト 、自動排泄処理装置等

福祉用具購入 腰掛便座、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品
移動用リフトのつり具の部分、入浴補助用具等

10分の９は、介護保険制度と同様
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若年がん患者在宅療養支援事業

＜実施市町村＞ 令和６年１０月１日時点

補助対象経費及び助成金額は、京都府の要綱と同じ

市町村名 担当課名

京都市 健康長寿企画課

宇治市 健康づくり推進課

亀岡市 健康増進課

八幡市 健康推進課

木津川市 健康推進課

5


